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はじめに 

 

横浜市税制調査会は、「横浜市の政策目標の実現に向けた課税自主権の活用

上の諸課題等についての調査・審議」を行うことが設置の目的とされている。

そのため、横浜市における課税自主権行使の代表的な存在である「横浜みどり

税」を、審議の中心テーマに据えてきた。委員の任期は２年であるが、すでに

６期、通算して12年の長きにわたり、この任務を忠実に遂行してきている。 

税制調査会の守備範囲は、「横浜みどり税」だけではなく市税全般をカバー

している。基礎自治体に設置された全国唯一の税制調査会として、市税に課税

自主権の観点から何らかの問題点や課題があれば、改善・改正に向けて積極的

な発言を行うべきと考えているのである。 

そこで、「横浜みどり税」についての調査・検討と並行して、これまで毎年

度１つの市税を取り上げ、論点の整理や検討を行っている。これまでに、横浜

市法人住民税、事業所税、地方消費税、個人住民税をピックアップし、各税の

問題や課題について時間をかけ活発な審議を行い、税制調査会の「意見書・報

告書」として情報発信してきた。これら意見書・報告書は、議事録とともに横

浜市ウェブサイトにて公開されているので、是非ともご高覧を願いたい。 

この活動の延長として、市長からの本年度の諮問に基づきテーマとしたのが

固定資産税・都市計画税である。固定資産税・都市計画税の論点として、３点

に着目した。 

 

① 地方税法に基づく固定資産税における新築住宅に係る特例措置 

② 横浜市独自の、都市計画税における２つの減額措置（省エネルギー性能

の高い住宅、耐震改修工事を行った家屋が対象） 

③ 横浜市独自の、横浜みどり税条例における固定資産税・都市計画税の２

つの減額措置（緑化基準を超える緑化、宅地内の農業用施設用地が対象） 

  

これら３点には、過去に横浜市税制調査会として検討を行い一定の意見表明

をしていた論点も含まれている。例えば、③については、「令和５年度横浜市

税制調査会答申」（令和５年10月）において、難点・課題のあることを明示し

た。②の省エネルギー性能の高い住宅への横浜市独自の減額措置についても、

「新築の省エネルギー対策住宅に関する市税条例の改正に向けた意見」（令和

元年８月）において、本減額措置が政策効果を果たしているかどうかの効果検

証が必要、との指摘を行っている。 

 なお、横浜みどり税については、本年度の税制調査会でも、その政策目標と

して、使途となる「横浜みどりアップ計画［2019‐2023］」の５年間の総括的

な振り返りによる審議を行った。ただし、今回の答申では、これらのうち、課

題があると考える固定資産税等の減額措置についてのみ触れることとする。横

浜みどりアップ計画全体の審議内容については横浜市ウェブサイトに本調査会

議事録等を公開しているため、適宜ご参照されたい。 

固定資産税・都市計画税は、いうまでもなく基礎自治体の基幹税目の一つで

ある。このような基幹税目に対して、安易に税負担軽減措置を設けたり継続し



2 
 

たりすることは、自治体財政を理由なく棄損することにつながってしまう。こ

れが、税負担軽減措置に対する徹底的な効果検証が求められる所以である。 

本答申が、固定資産税・都市計画税のあるべき姿に近づけるための参考にな

れば幸いである。 

 

 

令和７年３月 

横浜市税制調査会 

座長 青木 宗明 

委員 上村 雄彦 

委員 柏木  恵 

委員 川端 康之 

委員 柴  由花 

委員 平川 英子 

委員 望月 正光 
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第１章 住宅政策に係る税制措置の限界 

 

固定資産税及び都市計画税については、さまざまな政策目的により、租税特

別措置と呼ぶべき数多くの税負担軽減措置が設けられている。 

このうち、固定資産税における新築住宅に係る減額措置（以下「新築住宅の特例

措置」という。）については、住宅建設を促進し住宅ストック不足を解消すること

を目的に、部分的な制度見直しはあるものの、制度の大枠は変えずに昭和 27年

（昭和 39 年に法制化）から現在まで措置され続けている。 

このような租税特別措置等については、政府税制調査会の令和５年６月公表

の答申において、「基本的には『公平・中立・簡素』という租税原則に反しま

すが、特定の政策目的の実現を目指して、例外的に特定の者の税負担を軽減す

るものです。政策手段として税制を用いることが妥当なのか、本当に目的に適

う効果的かつ効率的なものであるのか、目的が達成されれば、あるいは効果

（アウトカム）が現れなければ、速やかに廃止されているかといった観点から

不断の点検を行うことを制度の中に組み込む（ビルトインする）必要がありま

す。その際、ＥＢＰＭ（Evidence⁻Based Policy Making；証拠に基づく政策立

案）の考えに基づき、客観的なデータに基づく分析・検証が求められます。」

とされている（注１）。 

また、同答申においては、固定資産税等における今後の課題として、「固定

資産税が市町村の基幹税であることを踏まえれば、国の政策を推進するための

税負担軽減措置等は、真に必要な場合に限る必要があります。期限切れを迎え

るものをはじめ、税負担軽減措置等はその政策目的、効果等を十分に見極めた

上で、不断の見直しを行わなければなりません。」とされているのである（注２）。 

このような問題意識が示されているなかで、地方税法に定める固定資産税に

おける新築住宅の特例措置については、当該措置による税収影響は無視できな

い規模であるにもかかわらず、国において十分な効果検証や制度の見直しが行

われていないのではないか、といった問題意識のもと、本調査会としては、制

度導入からこれまでの歩みなどを振り返りつつ、効果検証を行った上で、必要

な提言を行う。 

また、住宅政策に係る税制措置として、横浜市では市独自に都市計画税にお

ける減額措置を設けている。これらについても、今年度の検討テーマである固

定資産税・都市計画税に関連するものであるから、効果検証等を行い、本調査

会として意見を述べることとした。市独自の都市計画税における２つの減額措

置とは、①省エネルギー性能（以下「省エネ性能」という。）の高い住宅に係る減額

措置、②耐震改修工事を行った家屋に係る減額措置である。 

①については、平成30年度にも本調査会で検討を行ったが、その後、令和３

年６月に横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する条例（令和３年条例第 37 号。以下

「脱炭素条例」という。）の制定等、政策目標や制度を取り巻く環境の変化に対応

し、適用対象の見直しが図られる等したため、あらためて検証を行うものであ

る。②については、都市防災の観点から家屋の耐震化を促進するために設けら

れている措置であるが、これまで本調査会では調査審議を行っておらず、今回

初めて効果検証等を行うものである。
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第１節 固定資産税における新築住宅に係る特例措置の概要及び今後のあり方 

 

本節では、固定資産税における新築住宅の特例措置について、本特例措置の

制度概要や主な改正経緯、効果検証として住宅ストックをめぐる状況を確認し、

その上で今後のあり方を述べることとする。 

 

１ 固定資産税における新築住宅に係る特例措置の概要・経緯 

 

(1) 固定資産税における新築住宅に係る特例措置の概要 

 

住宅を新築した場合において、一般の新築住宅については新たに固定資産税

が課されることとなった年度から３年度分、地上３階建以上の中高層耐火建築

住宅（マンション等）については新たに固定資産税が課されることとなった年

度から５年度分、固定資産税額(120 ㎡相当分を上限）の２分の 1 に相当する金

額を減額する措置が講じられている（地方税法（昭和 25年法律第 226号。以下「法」と

いう。）附則第 15条の６（昭和 39 年法律第 29号））（【図表１】）。 

また、認定長期優良住宅（長期にわたり良好な状態で使用するための措置が

講じられた優良な住宅（巻末参考資料 52 頁参照））については最初の５年度分、地

上３階建以上の中高層耐火建築住宅（マンション等）については最初の７年度

分、固定資産税額(120 ㎡相当分を上限）の２分の 1 に相当する金額を減額する

措置が講じられている（法附則第 15条の７（平成 20年法律第 21号））（【図表２】）。 
  

【図表１】新築住宅（一般住宅分）に係る特例措置の内容 

住宅の特例 期間 減額割合 対象床面積 

３階以上の準耐火・耐

火構造の住宅 
新築後 ５年度分 

２分の１ 

居住部分に係る床面積で、120

㎡が限度 

（120㎡を超えるものは、120㎡

相当分まで対象） 
上記以外の住宅 新築後 ３年度分 

※準耐火構造とは、建築基準法上の「準耐火建築物」をいう。 

※床面積要件居住用部分の床面積が 50㎡（戸建て以外の賃貸住宅の場合 40㎡）以上 280㎡以下。 

※居住割合要件居住部分の床面積が当該家屋の床面積の 1/2以上。 

※立地適正化要件都市再生特別措置法の改正（令和４年４月施行）に伴い、適正な立地を促す

ために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅には適用しない。 

 
【図表２】新築住宅（認定長期優良住宅分）に係る特例措置の内容 

住宅の特例 期間 減額割合 対象床面積 

３階以上の準耐火・耐

火構造の住宅 
新築後 ７年度分 

２分の１ 

居住部分に係る床面積で、120

㎡が限度 

（120㎡を超えるものは、120㎡

相当分まで対象） 
上記以外の住宅 新築後 ５年度分 

※準耐火構造とは、建築基準法上の「準耐火建築物」をいう。 

※床面積要件居住用部分の床面積が 50㎡（戸建て以外の賃貸住宅の場合 40㎡）以上 280㎡以下。 

※居住割合要件居住部分の床面積が当該家屋の床面積の 1/2以上。 

※立地適正化要件都市再生特別措置法の改正（令和４年４月施行）に伴い、適正な立地を促す

ために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅には適用しない。 



5 
 

(2) 制度導入以降の主な改正の経過、改正理由等 

 

固定資産税における新築住宅の特例措置は、第二次世界大戦後の経済復興期

当時の住宅ストック不足の解消を目的に、住宅建設の促進を図るため昭和 27年

発遣の通達により開始され、昭和 39 年（昭和 39 年法律第 29 号）に法附則に規定

された。その後、本特例措置の期限を延長する法改正時に、適用条件（適用期

間等）を変更する改正はあったものの、制度の大枠は概ね変わらずに延長を繰

り返し、現在に至っている（【図表３】及び巻末参考資料 141頁～144頁参照）。 
 

【図表３】主な改正経緯 
年度 内容 

昭和 27 ・20 坪以下の新築住宅を対象とし、15 坪以下の部分について、３年間、２分の

１とする減額措置が開始される（通牒（通達）により運用） 

昭和 39 ・適用期間について、新築住宅は３年間、新築中高層耐火建築住宅は４階以下

を５年間、５階以上を 10年間とされる（法附則に法文化） 

昭和 51 ・新築中高層耐火建築住宅の適用期間について、５階以上を 10 年間から７年間

に短縮される 

昭和 52 ・新築中高層耐火建築住宅の適用期間について、４階以下と５階以上の差をな

くし、すべて５年間の適用とされる 

平成 20 ・新築の認定長期優良住宅に係る減額措置が創設される 

（減額割合：２分の１、適用期間：一般の新築住宅は５年間、３階以上の中高

層住宅は７年間） 

令和 ４ ・災害レッドゾーン（※）の区域内に建設された一定の住宅が減額対象から除外

される 

（※）災害危険区域（出水等）、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急

傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域 

 

(3) 横浜市における本特例措置の適用件数及び税収影響額の推移 

 

次に、横浜市における本特例措置の適用件数及び税収影響額の推移について

確認する（【図表４】【図表５】）。 

 
【図表４】固定資産税における新築住宅（一般住宅分）に係る特例措置の近年の適用  

実績 

 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 年平均 

 

税収影響額 

（単位：百万円） 
3,404 3,405 3,152 3,558 3,514 3,368 3,400 

当該年度に新たに 

対象となったもの 

（単位：百万円） 

850 802 786 869 773 802 814 

 

総適用件数 

（単位：件） 
75,941 73,876 69,287 73,241 69,519 64,720 71,097 

当該年度に新たに 

対象となったもの 

（単位：件） 

18,383 16,799 15,349 16,973 15,042 14,775 16,220 

※令和６年度における固定資産税（家屋）の課税適用件数（全体）は、858,381 件。 
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【図表５】固定資産税における新築住宅（認定長期優良住宅分）に係る特例措置の近

年の適用実績 

 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 年平均 

 

税収影響額 

（単位：百万円） 
716 749 705 737 771 785 744 

当該年度に新たに 

対象となったもの 

（単位：百万円） 

139 156 142 155 158 160 152 

 

総適用件数 

（単位：件） 
12,249 12,470 12,042 12,019 12,141 12,100 12,170 

当該年度に新たに 

対象となったもの 

（単位：件） 

2,270 2,529 2,155 2,346 2,377 2,187 2,311 

※令和６年度における固定資産税（家屋）の課税適用件数（全体）は、858,381 件。 

 

まず、一般住宅分に係る近年の適用実績としては、総適用件数は平均で７万

件程度、税収影響額は約 34 億円となっている。横浜市の固定資産税収が 3,000

億円程度であり、固定資産税収の約 1.1％相当が失われていると考えれば、本

特例措置の税収に与えている影響は大きい。 

次に、認定長期優良住宅分に係る近年の適用実績を見ると、総適用件数は１

万２千件程度、税収影響額は約 7.4 億円となっている。一般住宅分ほどの規模

ではないものの、横浜市の税収に一定の影響を与えているといえよう。 

 

２ 本特例措置の効果検証 －住宅ストック不足はすでに解消している－ 

 

 本特例措置の政策目的の根幹は、住宅ストック不足の解消である。そこで、

本特例措置の創設時から現在までの住宅ストックをめぐる状況の変化について、

全国及び横浜市における住宅政策に関する各種指標等から確認し、効果検証を

行う。 

 

(1) 人口は減少、世帯数は増加傾向 

 

総務省統計に基づいて全国における人口と世帯数の推移を見ると、人口は平

成 22 年調査結果をピークに減少が続いている一方、世帯数は昭和 45 年以降、

一貫して増加している（【図表６】）。当然のことではあるが、１世帯当たり人員

も減少傾向となっており、核家族化が進んでいることがみて取れる（【図表７】）。 

一方、横浜市においては、人口は令和２年調査結果がピークとなり、令和３

年から減少に転じている（令和７年３月１日時点の人口は 3,764,821 人。）（【図

表８】）。一方で、世帯数は全国の傾向と同様に増加し続けており、核家族化の

傾向は全国と同様といえる（【図表９】）。 
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【図表６】全国の人口と世帯数の推移（昭和 35年～令和２年） 
 

 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：総務省「日本の統計 2024 第２章 人口・世帯」及び「国勢調査 時系列データ世帯 第１

表 その１」を基に作成。 

 

【図表７】全国の世帯数と１世帯当たり人員の推移（昭和 25 年～令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：総務省「日本の統計 2024 第２章 人口・世帯」及び「国勢調査 時系列データ世帯 第１

表 その１」を基に作成。 
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【図表８】横浜市の人口と世帯数の推移（大正９年～令和２年） 

 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

出典：横浜市ホームページ「住宅事情１－１：市内人口の推移」より転載。 

 

【図表９】横浜市の世帯数と１世帯当たり人員の推移（昭和 25年～令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：横浜市ホームページ「長期時系列データ（人口・世帯）」第 15表を基に作成。 

 

(2) １世帯当たりの住宅数は充足した 

 

 全国における総住宅数、総世帯数及び１世帯当たり住宅数の推移をみると、

本特例措置の法制化前後（1963 年（昭和 38 年）頃）の１世帯当たり住宅数は

１戸未満であり、世帯を生活単位と考えると、既存住宅ストックでは必要な住

宅数を満たせない状況であったことが窺える。 

総務省統計からみると、1968 年（昭和 43 年）の調査結果によれば、この時

点で総住宅数が総世帯数を上回っており、住宅ストック不足が解消の方向に進
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んでいることがみて取れる。最新のデータである 2023年（令和５年）時点では、

１世帯当たり住宅数は 1.16戸となっており、全体の住宅数の観点からは概ね住

宅不足は解消されたと評価できるであろう（【図表 10】）。 

一方、横浜市においても、全国と同様の傾向となっており、2023 年（令和５

年）には１世帯当たり住宅数が 1.09戸となっている（【図表 11】）。 

 
【図表 10】全国の総住宅数、総世帯数及び１世帯当たり住宅数の推移（1958 年～2023

年） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：総務省「令和５年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計（確報集計）結果

（令和６年９月 25日）１頁図表１より転載。 

 

【図表 11】横浜市の総住宅数、総世帯数及び１世帯当たり住宅数の推移(1968 年～

2023 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：横浜市「横浜市の住宅ストックの状況」及び総務省「令和５年住宅・土地統計調査」（令

和６年９月 25日）を基に作成。 
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(3) 空き家数は増加の一途 

 

住宅ストックの状況を把握するもう一つの指標として、空き家数の推移を確

認しておく。 

総務省統計に基づいて全国における空き家数の推移を見ると、報道等にもみ

られるとおり、年々増加している。令和５年住宅・土地統計調査時点では約

900万戸に達し、過去最多である（【図表 12】）。空き家問題が社会問題として注目

を集めるのもうなずけよう。 

他方、横浜市においても、空き家数は年々増加しており、把握可能な平成 30

年時点で約 18万戸となっている（【図表 13】）。 
 

【図表 12】空き家数及び空き家率の推移－全国（1978年～2023年） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
空き家の種類 説明 

空

き

家 

賃貸・売却用及

び二次的住宅を

除く空き家 

賃貸用の空き家、売却用の空き家及び二次的住宅以外の人が住んで

いない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわ

たって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになってい

る住宅など 

（注：空き家の種類の判断が困難な住宅を含む。） 

賃貸用の空き家 新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

売却用の空き家 新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

二次的住宅 

別荘 
週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用され

る住宅で、ふだんは人が住んでいない住宅 

その他 

ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったとき

に寝泊まりするなど、たまに寝泊まりしている人がいる

住宅 

出典：総務省「令和５年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計（確報集計）結果

（令和６年９月 25日）２頁図表２‐１より転載。 
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【図表 13】横浜市における空き家の状況（2003 年～2018年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：横浜市「第３期横浜市空家等対策計画」（令和６年３月 29日）48頁より転載。 

 

(4) 中古住宅の流通量は低調 

 

内閣府「令和６年度年次経済財政報告（経済財政政策担当大臣報告）―熱量

あふれる新たな経済ステージへ―」における中古住宅流通量をみると、住宅取

得（建て替えを含む。）に占める中古住宅の割合は、長期的には上昇傾向で推

移しており、2018 年（平成 30 年）時点で 14％台となっている（注３）。とはい

え、米国、英国、フランスといった主要先進国では住宅取得（建て替えを含

む。）に占める中古住宅の割合は７割を超えており、単純に比較すると日本の

中古住宅流通量は国際的にみて極めて低い水準にとどまっている（注４）。 

横浜市においても、「住宅着工戸数」と「持家として取得された中古住宅戸

数」の合計に対する「持ち家として取得された中古住宅戸数」が占める割合は

少しずつ増加しているものの、「持家として取得された中古住宅戸数」は７千

戸強の横ばいで推移している。前述の空き家の増加状況を踏まえると、データ

の上では既存住宅ストックのさらなる活用の余地があるといえるだろう（【図表

14】）。 
 

【図表 14】既存住宅の流通割合の推移（横浜市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：横浜市「横浜市住生活マスタープラン（横浜市住生活基本計画）2022-2031」（令和４年

1月 31 日）10頁より転載。 
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(5) 横浜市は全域で市街地を形成済み 

 

横浜市域における市街地の広がりについて、人口集中地区（DID）の拡大状

況を基に確認する。 

都心部及び臨海部の周辺地域は、データのある昭和 35 年（1960 年）までに

はほぼ人口集中地区となっており、市街地を形成していたといえる。そして、

高度成長期（昭和 30 年～40 年代）に郊外部に向けて市街化が進んでいったこ

とがわかる。平成 17 年時点では、市街化調整区域を除き、概ね人口集中地区

（DID）に編入されており、市域全体でまんべんなく市街地を形成しているこ

とが窺われる（【図表 15】）。これは、京浜工業地帯等の沿岸部産業地域や東京都

内への通勤のためのベッドタウン化が内陸郊外部で進行したからと考えられる。 

なお、令和５年度の本調査会の答申において、市内の樹林地の主な減少要因

は宅地開発であることを確認している（注５）。 

 
【図表 15】横浜市の市街地の拡大の状況（ DID（人口集中地区）の拡大状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※DID：人口集中地区（Densely Inhabited District）の略。国勢調査の単位区ごとに人口密度

4,000人／㎢以上が隣接し、人口が 5,000人以上の地区。 

出典：横浜市「横浜市都市計画マスタープラン 全体構想」（平成 25 年３月公表）27 頁より転

載。 
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(6) 全国と横浜市の比較 －住宅ストックはいずれも充足した－ 

 

 以上のとおり、住宅ストックの状況や人口、世帯数等の各種指標について全

国と横浜市の状況をそれぞれ比較した結果、人口のピークを迎えたタイミング

が横浜市のほうが遅いという違いはあるものの、概ね同じ傾向となっているこ

とが確認された。 

 すなわち、人口や世帯数と住宅ストックとを比較すると、横浜市を含め全国

的に住宅ストックは需要を充足し得る水準に達しているということである。さ

らに、空き家問題を踏まえれば、むしろ中古住宅の有効活用が現下の課題にな

っているといえよう。 

 

３ 今後のあり方 －単なる継続ではなく時代に合わせたアップデートを－ 

 

(1) 固定資産税における新築住宅に係る特例措置の今日的評価 －単純継続

する根拠はない－ 

 

 固定資産税における新築住宅の特例措置は、戦後復興期から高度経済成長へ

と移行しつつあった昭和30年代の全国的な住宅ストック不足を解消するために

設けられたものであり、当時の状況からすれば適切な措置であったといえるだ

ろう。 

 それから半世紀以上が経過し、横浜市内において、現在では住宅ストック不

足は基本的には解消したと評価しうる状況であり、むしろ空き家の増加が社会

問題化している。そのような現状からみれば、本特例措置の政策目的は既に達

成しその存在意義を失っており、現在は過剰な税負担軽減を行っているといわ

ざるをえない。国においても、地域の実情に応じつつ、税負担軽減措置の本来

のあり方に照らして、本特例措置の廃止も視野に入れ、しっかりとした効果検

証と制度の必要な見直しに早急に取り組むべきである。なお、空き家の中には、

相続等により所有関係が複雑化し、容易に流通に乗せられないものもあるが、

それがイコール既存の住宅ストックの有効活用を諦める理由になるというもの

でもないであろう。住宅ストックが充足した現状において、全国一律に、新築

であればどのような住宅であっても税の軽減を行う本特例措置について、旧態

依然の状態で継続していることを正当化する理由にはならない。 

 横浜市においては、市域内のみどりの保全・創出を図るため、横浜みどりア

ップ計画により市内の樹林地の保全に取り組んでいるところである。所管部局

の説明によると、市及び民有樹林地の土地所有者等の努力により、みどりの減

少スピードは緩やかになってはいるが、宅地開発により市内のみどりの減少が

生じているとのことである。国による全国一律の本特例措置が、地方自治体の

地域ごとの特性を踏まえた独自施策に影響を与えてしまうことを、あわせて指

摘しておきたい。 

 

 

 



14 
 

(2) 軽減対象の見直しが必要 －良質な住宅ストックの形成に向けて－ 

 

 このように、本調査会としては、新築住宅への画一的な軽減措置は役目を終

えたと考えているが、一方で単純な住宅ストックの数だけをもって、新築住宅

すべてに対し税負担の軽減が不要であるとは考えていない。現在の住宅ストッ

クの状況を踏まえれば、適切なリフォーム等による既存住宅ストックの有効活

用を推し進めていくことがまずもって重要な取組であることに疑いはない。た

だし、昭和・平成の頃に建築された住宅の中には、旧耐震基準制度化前後の時

期の建築など構造的な面や機能面で長期的な使用に耐えられないものもあるた

め、今後も既存住宅の更新が一定程度は必要になることは理解できる。 

 そのような観点からみれば、新築住宅の特例措置は、環境性能や耐久性能に

着目したものに重点化してはどうであろうか。具体的には、現行制度において

も減額対象とされている認定長期優良住宅は、長く使い続けられる良質な住宅

という点で優位性があるため、認定長期優良住宅のみに減税の対象を絞る。あ

るいは、要件をやや緩和する場合は、横浜市が独自に都市計画税の減額措置を

設けている、省エネ性能の高い住宅（認定低炭素住宅等）程度の性能を求める

といった案もありうる。加えて、リフォームすれば長期にわたって使用可能な

住宅について、適切なリフォームを行った場合についても、現行の省エネルギ

ー化（以下「省エネ化」という。）に資する改修工事を行った既存住宅に係る減額措

置を更に充実させることで、環境性能や耐久性能を向上させるリフォームを促

進し、既存の住宅を有効活用する案もありうる。 

 また、良質な住宅ストックの形成という意味では、狭小な住宅の建設を抑制

するという考え方もあろう。現行の新築住宅の特例措置の適用にあたっての要

件の一つとして、居住用部分の床面積が 50㎡（一戸建て以外の貸家住宅は、40

㎡）以上 280 ㎡以下という制限が設けられ、120 ㎡を超える部分は減額されな

いこととなっているが、この面積要件についても、例えば減額対象となる上限

面積を広げ、ゆとりのある住宅の建設を促進することで、良質な住宅ストック

形成につなげることも考えられる。ただし、単に面積要件の緩和のみを行うこ

とは、住宅ストックの充足状況を踏まえた措置としては不十分であるだけでな

く、固定資産税収への影響が拡大することとなるため、前述の住宅性能に着目

した対象の重点化と合わせて検討することとなろう。 

以上述べてきたとおり、現行の新築住宅の特例措置は、今日的な観点から見

直しを行うべき点が多く存在する。本特例措置の対象をその時々の社会実相の

変化に合わせて見直し、政策目的も手段も適時適切にアップデートしていくこ

とが極めて重要である。 

なお、本制度を見直す必要性については、全国市長会、全国町村会、指定都

市市長会等からの要望も出ているところである（巻末参考資料 108頁参照）。 
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(3) 政策実現のための適切な手法の選択を －補助金による支援への切替の

検討－ 

 

 最後に、あらためて原理原則に立ち戻って付言すれば、政策目的の実現に向

けては、当該政策の対象となる者がメリットを感じやすい制度設計が大切であ

る。本特例措置については、あまりにも長い年月の間、ほとんど形を変えない

まま実施してきたため、税負担の軽減の恩恵を受けている者がその恩恵を実感

しているか否かも危惧されるところである。施策の実施手段としては、税の軽

減ではなく補助金による支援のほうが実感につながりやすいとも考えられるた

め、税制措置を所与のものとせず、補助制度などあらゆる方法を含めて見直し

を検討していくことを求めたい。 

 また、この種の税負担軽減措置については、税の公平性の視点が欠かせない。

制度によるメリットを享受する者としない者との間で公平が不当に害されない

よう、制度趣旨に立ち返って妥当性の検証と見直しが必要なのである。 
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第２節 都市計画税における横浜市独自の減額措置の概要及び今後のあり方 

 

横浜市では、市独自の税制上の措置として、①省エネ性能の高い住宅、②耐

震改修工事を行った家屋に係る都市計画税について、それぞれ減額措置を設け

ている。結論を先にいえば、これら２つの減額措置は、今回の効果検証の結果、

効果が確認できないものであった。以下では、それぞれの効果検証を内容と、

今後の両制度のあり方について述べることとする。 

 

１ 省エネルギー性能の高い住宅に係る都市計画税の減額措置 

 

(1) 省エネルギー性能の高い住宅に係る都市計画税の減額措置の概要とこれ

までの経過 

 

 まず、本減額措置の概要及びこれまでの経過について確認していく。 

 

ア 減額措置の概要 

 

(ｱ) 認定低炭素住宅等に係る減額措置の概要 

 

認定低炭素住宅等とは、①「認定低炭素住宅」（都市の低炭素化の促進に関

する法律（平成 24年法律第 84号）に基づき行政庁が認定した住宅）、②「ＺＥＨ水

準省エネ住宅」（ＺＥＨ(ゼッチ)水準に相当する以上の省エネ性能を有する住宅

で、住宅の高断熱化と高効率設備により、省エネ化を実現した住宅）、③「建

築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する住宅」（建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律（平成 27 年法律第 53 号）に規定する建築物エネルギー消

費性能誘導基準を満たした住宅）の総称であり、断熱等性能等級５以上及び一

次エネルギー消費量等級６以上に適合することが、共通の条件とされている(巻

末参考資料 51頁参照)。 

市独自の減額措置は、認定低炭素住宅等のうち３階建て以上の準耐火・耐火

構造の住宅（マンション等）については、新たに都市計画税が課されることと

なった年度から５年度分を、それ以外の住宅については、新たに都市計画税が

課されることとなった年度から３年度分に限り都市計画税が２分の１減額する、

というものである（横浜市市税条例（昭和 25 年条例第 34 号。以下「市税条例」という。）

附則第 13 条の３の４（平成 23 年条例第 40号））（【図表 16】）。 
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【図表 16】認定低炭素住宅等に係る減額措置の内容 
減額要件 

住宅の

要件 

１.令和４年４月１日から令和８年３月 31 日までに新築されたもの 

２.次のいずれかに該当する住宅 

①認定低炭素住宅  ②ZEH水準省エネ住宅 

③建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する住宅 

３.居住部分の床面積が 50 ㎡（一戸建て以外の貸家住宅は、一区画が 40 ㎡）以上

280㎡以下であること 

４.居住部分の割合が全体の床面積の２分の１以上であること 

手続 
 認定低炭素住宅等であることを証明する書類を添付し、新築された日から翌年の

１月 31 日までに当該住宅の所在する区に申告 
 

減額割合 

床面積 120㎡以下の場合 ２分の１減額 

床面積 120㎡超 280㎡以下の場合 
120㎡相当分のみ ２分の１減額 

（120㎡を超える部分は減額されない） 
 

減額期間 

３階建て以上の準耐火・耐火構造の住宅

※ 
新築後５年度分 

上記以外の住宅 新築後３年度分 

※準耐火構造とは、建築基準法上の「準耐火建築物」をいう。 

 

(ｲ) 認定長期優良住宅に係る減額措置の概要 

 

認定長期優良住宅とは、前節で述べたとおり、長期にわたり良好な状態で使

用するための措置が講じられた優良な住宅であり、長期にわたり使用すること

で建替えに伴う環境負荷を減らすメリットがある（巻末参考資料 52頁参照）。 

減額措置の内容は、前述の認定低炭素住宅等よりも減額期間が長く、対象と

なる住宅が３階建て以上の準耐火・耐火構造の住宅（マンション等）の場合は

新たに都市計画税が課されることとなった年度から７年度分を、それ以外の住

宅については新たに都市計画税が課されることとなった年度から５年度分に限

って都市計画税が２分の１減額される措置が講じられている（市税条例附則第 13

条の３の３（平成 20年条例第 28号））（【図表 17】）。 

 
【図表 17】認定長期優良住宅に係る減額措置の内容 

減額要件 

住宅の

要件 

１.長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日（平成 21年６月４日） 

 から令和８年３月 31 日までに新築されたもの 

２.上記法規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすもの 

 として行政庁の認定を受けて新築された住宅であること 

３.居住部分の床面積が 50 ㎡（一戸建て以外の貸家住宅は、一区画が 40 ㎡）以上

280㎡以下であること 

４.居住部分の割合が全体の床面積の２分の１以上であること 

手続 
 認定長期優良住宅であることを証明する書類を添付し、新築された日から翌年の

１月 31 日までに当該住宅の所在する区へ申告 
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減額割合 

床面積 120㎡以下の場合 ２分の１減額 

床面積 120㎡超 280㎡以下の場合 
120㎡相当分のみ２分の１減額  

（120㎡を超える部分は減額されない） 
 

減額期間 

３階建て以上の準耐火・耐火構造の住宅

※ 
新築後７年度分 

上記以外の住宅 新築後５年度分 

※準耐火構造とは、建築基準法上の「準耐火建築物」をいう。 

 

(ｳ) 省エネ化に資する改修工事等を行った既存住宅に係る減額措置の概要 

   

省エネ化に資する改修工事等（熱損失防止改修工事等。以下、「省エネ改修工事」とい

う。）を行い一定の基準を満たすこととなった場合、工事完了の翌年度分に限り、

都市計画税が３分の１減額となる（市税条例附則第 13 条の８（平成 23 年条例第 40号））。

また、省エネ改修工事によって認定長期優良住宅となった場合は、工事完了の

翌年度分に限り、減額割合が３分の２となる（市税条例附則第13条の８の３（平成 29

年条例第 34 号））。減額措置の対象となるためには、省エネ改修工事として、必須

の窓の断熱改修工事を行うとともに、床や壁の断熱改修工事、太陽光発電設備

の設置等を行った上で、当該工事によって改修部位が新たに省エネルギー基準

（断熱等性能等級４及び一次エネルギー消費量等級４。以下「省エネ基準」という。）に適合

する必要がある（【図表 18】）。 

 
【図表 18】省エネ改修工事を行った既存住宅に係る減額措置の内容 

減額要件 

床 

面積 

50㎡以上 280㎡以下 

区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が 50㎡以上 280㎡以下 

改修

工事

等の

内容 

１ 平成 26年４月１日以前から所在する住宅（貸家住宅は対象外）であること 

２ 省エネ改修工事等を行うこと※１ 

３ 工事完了日が令和４年４月１日から令和８年３月 31 日であること 

４ 改修後の床面積が 50㎡以上 280㎡以下であること 

【改修工事により長期優良住宅に該当することとなった住宅の場合】 

５ 長期優良住宅であるものとして横浜市の認定を受けていること 

手続 省エネ改修工事等完了日から３か月以内に、当該家屋の所在する区へ申告 
 

減額期間・減額割合 

改修工事により認定長期優良住宅となった

もの 
工事完了の翌年度分 ２/３減額※２ 

その他の住宅 工事完了の翌年度分 １/３減額※２ 

※１ 窓の改修工事（必須）、窓と併せて行う床、天井、壁の断熱工事、太陽光発電設備の設置

等により、改修部位がいずれも省エネ基準に新たに適合することとなること。 

※２ 120 ㎡を超える場合、120 ㎡相当分についてのみ減額（120 ㎡を超える部分については減

額なし）。 
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イ 本減額措置のこれまでの経過 

 

 上述の条例制定経緯からすると、新築住宅に対する都市計画税の減額措置は、

前節で述べた固定資産税の減額措置を横出しする形で、住宅供給の促進を目的

として新築住宅に関して一律に減額対象とする形で導入された、ということが

できる。その後、平成23年に一律減額措置を廃止し、地球温暖化対策にさらな

る実効性を持たせるため、同年に省エネ性能を有する一定の住宅に減額対象を

重点化した（平成 25 年度から適用）。令和４年には、令和３年６月に脱炭素条

例が制定されたこと等を踏まえ、住宅の脱炭素化をさらに推し進める観点から、

減額措置対象住宅を、断熱等性能等級４から同等級５に引き上げた。 

新築住宅のうち認定長期優良住宅に係る都市計画税の減額措置については、

当該住宅の普及促進のため平成 20年に導入された当該住宅に係る固定資産税の

減額措置に横出しする形で、横浜市独自の措置として導入された。本減額措置

の導入以降改正は行われていない。 

また、省エネ改修工事を行った既存住宅に係る都市計画税の減額措置につい

ては、平成23年に、一定の省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の

減額措置に横出しする形で導入された。省エネ改修工事を行ったことで認定長

期優良住宅になった住宅については、平成 29年に固定資産税の減額割合が拡充

されたことに伴って、都市計画税の減額措置についても同様に拡充したとのこ

とであった。 

 

(2) 本減額措置の効果検証 －脱炭素化への効果は不明瞭－ 

 

本減額措置の効果検証として、省エネ性能の高い住宅の促進に係る横浜市の

政策目標への貢献度合いを確認する。 

 

ア 住宅の脱炭素化の背景と目標値 

 

横浜市は、脱炭素社会の実現に向けた取組の一つ

として、省エネ性能の高い住宅の普及を促進してい

る。住宅の脱炭素化の取組に市独自の税制上の措置

を講ずる理由は、横浜市において CO2 排出量のうち

家庭部門が 29％と最も大きな割合を占めており

（【図表 19】）、この部門の CO2 排出量の削減が不可欠

であるからである。 

そこで、家庭部門の CO2 排出量削減を目的とした

政策の具体的な目標値を確認すると、「横浜市中期

計画 2022-2025」及び「横浜市地球温暖化対策実行

計画」（令和５年１月改定）の中で、新築住宅にお

ける省エネ性能の高い住宅の普及戸数を指標として

設定している。 

「横浜市中期計画 2022-2025」では、令和７年度までの累計で 104,000 戸、

【図表 19】 

横浜市の二酸化炭素排出量 

の割合 
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他方、「横浜市地球温暖化対策実行計画」では、令和 12 年度までの累計で

198,000 戸を新築住宅における省エネ性能の高い住宅の普及戸数として目標設

定している。実際の当該住宅の普及戸数の推移は【図表 20】のとおりであった。

なお、ここで用いられている省エネ性能の高い住宅の普及戸数とは、【図表 20】

の上部にあるとおり、横浜市に届出された省エネ基準以上の住宅戸数を指して

おり、国が 2025年にすべての住宅・建築物に対して義務化する省エネ基準より

も高い水準となっている。これは、横浜市が国に先んじて、将来的に求められ

る高い水準の省エネ性能を満たす住宅の建設を誘導する、意欲的な目標設定と

いえよう。 

 
【図表 20】新築住宅における省エネ性能の高い住宅の普及戸数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、前述の政策目標の達成のため、横浜市では本減額措置のほか、省エネ

住宅住替え補助制度を実施している（注６）。この補助制度は、子育て世帯等を

対象に、最高レベルの断熱性能を備えた省エネ住宅への住み替えにかかる費用

の一部を補助する制度である。令和２年度までは ZEH 水準を満たす住宅に対し

て適用されていたが、令和４年度以降はより省エネ性能の高い住宅を対象とし

ている。補助の金額は、一定の条件を満たした場合は最大 150 万円を補助する

ものであり、新築住宅だけでなく、ZEH レベル以上の断熱改修工事が行われる

等、一定の要件を満たした既存住宅への住替えも対象とするものである。 

 

イ 減額措置の効果検証 －効果検証の基礎データの充実が必要－ 

 

  本減額措置の効果検証として、省エネ性能の高い住宅の認定件数の推移や減

額措置の適用実績等について確認を行った。 
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【図表 21】各種認定制度における認定件数の推移 

◆認定長期優良住宅の認定件数の推移   ◆認定低炭素住宅の認定件数の推移 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

※棒グラフは住宅着工棟数の推移を、折れ線グラフは各種認定制度の認定件数の推移を示す。 

 

【図表 22】各種認定制度における認定件数／住宅着工棟数の推移 

◆認定長期優良住宅の         ◆認定低炭素住宅の 

 認定件数／住宅着工棟数の推移     認定件数／住宅着工棟数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※縦軸は、各住宅の住宅着工棟数に占める認定件数の割合（認定件数／住宅着工棟数）を示す。 

 

認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の認定件数における推移をみると、認

定長期優良認定住宅の認定件数は、毎年一定程度の認定件数があることがわか

る。また、住宅着工棟数に占める認定長期優良住宅の認定件数の割合は、緩や

かな増加傾向であった。 

認定低炭素住宅については、認定件数及び住宅着工棟数に占める割合のどち

らも毎年増加していることが確認できる。 
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【図表 23】省エネ性能の高い住宅に係る減額措置の適用実績 

◆認定低炭素住宅等（新築住宅） 

 H25-H30

年度 

R元 

年度 

R２ 

年度 

R３ 

年度 

R４ 

年度 

R５ 

年度 

R６ 

年度 
合計 

年 

平均 

都
市
計
画
税(

市
独
自) 

 

税収影響額 

（百万円） 
1,382 292 307 292 369 340 271 3,253 271 

当該年度に新た

に対象となった

もの（百万円） 
407 70 67 66 88 42 21 761 63 

新規適用 

件数（件） 
37,310 6,773 6,429 5,874 7,620 3,451 1,755 69,212 5,768 

            
固
定
資
産
税(

法
定)

 

 

税収影響額 

（百万円） 
6,451 1,365 1,434 1,366 1,723 1,588 1,241 15,168 1,264  

当該年度に新た

に対象となった

もの（百万円） 
1,898 328 313 308 413 197 99 3,556 296 

※Ｒ４年４月１日以降の新築分について、減額対象を「省エネルギー対策住宅」（断熱等性能等

級４等）から「認定低炭素住宅等」（断熱等性能等級５等）に重点化したことにより、Ｒ５年

度及びＲ６年度の新規適用件数は減少（Ｒ６年度課税分で平年度化）。 

 
◆認定長期優良住宅（新築住宅） 

 H22-H30 

年度 

R元 

年度 

R２ 

年度 

R３ 

年度 

R４ 

年度 

R５ 

年度 

R６ 

年度 
合計 

年 

平均 

都
市
計
画
税(

市
独
自) 

 

税収影響額 

（百万円） 
810 147 154 145 152 159 162 1,729 115 

当該年度に新た

に対象となった

もの（百万円） 
221 28 32 29 32 33 33 408 27 

新規適用 

件数（件） 
18,240  2,190  2,448  2,081  2,265  2,297  2,097  31,618 2,108 

            
固
定
資
産
税(

法
定)

 

 

税収影響額 

（百万円） 
3,983 716 749 705 737 771 785 8,446 563 

当該年度に新た
に対象となった
もの（百万円） 

1,086 139 156 142 155 158 160 1,996 133 

 
◆省エネ改修工事を行った住宅（既存住宅） 

    
H25-H30 

年度 

R元 

年度 

R２ 

年度 

R３ 

年度 

R４ 

年度 

R５ 

年度 

R６ 

年度 
合計 

年 

平均 

都
市
計
画
税

(

市
独
自) 

税収影響額 

（万円） 
217 16 10 7 15 153 21 439 37 

新規適用 

件数（件） 
612  36  37  18  36  250  47  1,036 86 

            
固
定
資
産
税

(

法
定) 

税収影響額 

（万円） 
1,015 75 63 35 70 715 98 2,071 173 
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【図表 24】横浜市における ZEH 水準を対象とした補助制度 

 H30 R1 R2 R3 R4 

補助対象の 

省エネ性能 
ZEH水準 

制度無し 

ZEH水準かつ 

等級 6・7 

以上 

補助金額 50 万円 50 万円 40 万円 
150・200 万

円 

補助対象件数 
19 件 

(0.14%) 

20 件 

(0.15%) 

20 件 

(0.17%) 

6 件 

(0.05%) 

低炭素住宅 

認定件数 

181件 

(1.32%) 

221件 

(1.66%) 

334件 

(2.81%) 

487件 

(3.86%) 

564件 

(4.77%) 

住宅着工棟数 13,695棟 13,329棟 11,903棟 12,624棟 11,824棟 

※（ ）内の％は、住宅着工棟数に対する割合を示す。 
 

【図表 23】をみると、認定低炭素住宅等に係る本減額措置による税収影響額

は令和元年度以降、概ね３億円前後で推移している。令和５年度以降について

は、前述した令和４年の減額対象の重点化により、令和５年度以降の新規適用

件数及び税収影響額は減少し、直近の令和６年度課税分の新規適用は 1,700 件

超となっている。 

認定長期優良住宅の新規適用件数をみると、本減額措置が導入された平成 22

年度以降、毎年 2,100 件程度、令和元年度以降の税収影響額は概ね１億５千万

円前後で推移している。 

一方、省エネ改修工事を行った既存住宅の適用状況については、新築住宅と

比して低調である。制度の利用が進まない要因の一つとして考えられるのは、

省エネ改修工事のコストの高さである。本減額措置の適用を受けるためには、

必須項目である窓の断熱工事をはじめ、床や壁、天井を外して断熱材を入れる

等の断熱工事を行う必要がある。これらには多額のコストを要するため、建て

替え、適用の要件を満たさない程度の小規模な改修、省エネ化ではなく使い勝

手の改善のための水回りのリフォーム等が優先されるといったことも十分に想

定されるのである。 

 

ウ 効果検証のまとめ －政策目標への貢献度合いを測る指標の整理・検討

が必要－ 

 

以上を踏まえ、住宅の省エネ化に対する本減額措置の貢献度合いをどう評価

するか。結論として、本調査会としては、所管部局からの説明では減額措置の

効果測定が十分にできないため、現行の減額措置が政策目的に対してどの程度

効果があるのか判断することはできなかった。横浜市では補助制度等の複数の

施策により、省エネ性能の高い住宅の普及に係る取組を複合的に実施している

ため、本減額措置のみの効果を切り出して個別に把握、検証することは難しい

面があることは理解する。しかし、税負担の軽減を行うからには、なんらかの

指標を用いてその効果を説得的に説明することが求められる。これは、令和元

年度に本調査会が取りまとめた意見書でも課題として指摘したところであり、

今回の調査審議でも十分な効果検証ができなかったのは残念である。 
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なお、省エネ住宅に対する補助制度の実施状況と合わせてみてみると、補助

制度は令和３年度には実施されず、令和４年度は補助件数を年間６件に絞って

実施されていた。すなわち、両年度ともに住宅の省エネ化に関する金銭的な支

援策は本減額措置がメインの施策であったが、両年度とも、住宅着工棟数にお

ける低炭素住宅認定件数の割合は増加傾向を維持していた。この結果からみれ

ば、本減額措置が低炭素住宅の普及促進に一定の貢献があったとみられなくも

ない（【図表 24】）。 

 

 (3) 今後のあり方 －社会情勢に合わせた見直しと周知広報の徹底－ 

 

本調査会としては、省エネ性能の高い住宅の普及を進めていくこと自体は、

良質な住宅ストックを確保していく等の観点から、支持したい。 

その前提のもと、本減額措置の今後の制度のあり方を、次のとおり提言する。 

 

ア 社会情勢の変化に合わせた制度の見直し 

 

まず、新築住宅についてであるが、政策誘導すべき住宅の普及状況（目標の

達成状況）等に応じて、減額の対象となる住宅を適宜見直していくことが必要

であろう。認定低炭素住宅等を対象とする減額措置については、現行では国が

求める省エネ基準よりも高い水準を満たす住宅を対象としているが、国が求め

る省エネ基準は少なくとも2030年までにさらに引き上げられるとのことである。

このような国の基準引上げの流れなどを踏まえ、本減額措置の適用条件となる

断熱性能等についても、国の基準引き上げと平仄を合わせ、あるいはそれに先

んじて、さらに高い水準に引き上げるといった方法が考えられる。また、アプ

ローチの仕方が異なるが、政策をさらに強く推し進めるために、現行の減額期

間や減額割合を拡充し、本減額措置の魅力を上げることで、省エネ性能の高い

住宅の普及を促進するといった方法も考えられるであろう。 

次に、既存住宅の省エネ化については、新築住宅のそれと比べ適用件数が低

調であるのは、前述のとおりである。前節で確認した人口や世帯数と住宅スト

ック数の現状からみれば、新築住宅に関する対策から既存の住宅ストックの有

効活用に軸足が移っても不思議ではない。省エネ改修工事の実施により、良質

な住宅ストックとして長く活用されることは、望ましい姿であろう。海外の住

宅事情に目を転じれば、欧米では適切な改修工事の実施により、数十年の間、

既存住宅を使用している例もある。気候風土や建材の材質等、日本と海外とで

は住宅を取り巻く環境は異なる面もあろうが、良質な住宅ストックの形成の観

点からみたリフォームの重要性を理解する意味で参考になるものである。 

 

イ 制度の周知広報の必要性 

 

新築住宅、既存住宅に共通することであるが、現行の減額措置が住宅の所有

者や販売事業者等に認識されることが、本減額措置がインセンティブとして機

能する前提条件となる。今回の審議において、所管部局から省エネ性能の高い
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住宅の普及に向けた関連施策として、「よこはま健康・省エネ住宅推進コンソ

ーシアム」による新築・改修時の相談対応や、省エネ性能のより高い住宅の設

計・施工等に関する技術講習会の実施、建築士から建築主へ対する省エネ性能

等の向上に関する説明制度の創設等、さまざまな方法により、制度の周知広報

に取り組んでいることが確認できた（巻末参考資料 62 頁～64 頁参照）。本調査会と

しては、引き続き本減額措置について積極的に周知広報に取り組むことを望む

ものである。 

 

ウ 重課によるアプローチ 

 

アで述べた、減額措置を活用した手法とは逆のアプローチについても理論的

には可能である。すなわち、省エネ性能を満たさない住宅に対して、重課する

という方法である。いわゆるバッズ課税的なものであり、実務的には導入に相

当高いハードルがあろうが、理論的にはこのような選択肢も取りうることを指

摘しておく。 
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２ 耐震改修工事を行った家屋に係る都市計画税の減額措置 

 

(1) 耐震改修工事を行った家屋に係る都市計画税の減額措置の概要とこれま

での経過 

 

本減額措置は、旧耐震基準の家屋を現行の耐震基準に適合させるため耐震改

修工事を行った場合に都市計画税が減額されるものであり、横浜市が独自に設

けている時限措置である。 

本減額措置の対象となる家屋は、耐震診断が義務付けられている家屋（以下

「耐震診断義務付け家屋」という。）と義務付けられていない既存住宅に分けられる

（【図表 25】）。また、耐震診断の義務付けの有無にかかわらず、旧耐震基準の既

存住宅のうち、現行の耐震基準に適合するため耐震改修工事を行ったものを耐

震基準適合住宅という。 

まず、本減額措置の概要及びこれまでの経過について確認を行う。 

 
【図表 25】旧耐震基準の家屋のうち、本減額措置の適用対象となる家屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 耐震改修工事を行った家屋に係る都市計画税の減額措置の概要 

 

(ｱ) 耐震診断義務付け家屋の減額内容 

 

耐震診断義務付け家屋とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年

法律第 23 号）第７条第３項に定められた「通行障害既存耐震不適格建築物」に該

当する家屋である。これは、地震災害時に通行を確保するべき重要な道路とし

て市が指定する道路（国道、高速道路、主要な県道等。以下「重要道路」という。）に面

しており、昭和 56 年５月 31 日以前に工事着手した一定の高さ以上のものであ

る（巻末参考資料 72頁参照）。 

耐震診断義務付け家屋のうち、耐震基準適合住宅における減額内容は、工事

完了後２年度分について、都市計画税を２分の１減額するものである（市税条例

附則第 13 条の７（平成 23 年条例第 40 号））。また、耐震改修工事により認定長期優良

住宅となった場合には減額割合が拡充され、工事完了の翌年度分は３分の２、

住宅以外の

家屋 
既存住宅 既存住宅 

耐震診断義務付け家屋 

耐震基準適合住宅 

住宅以外の

家屋 

耐震診断義務のない家屋 

本減額措置の適用対象 
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翌々年度分については２分の１が減額となる（市税条例附則第13条の８の２（平成 29

年条例第 34 号））。 

次に、耐震診断義務付け家屋のうち、住宅以外の家屋における減額措置につ

いてである。減額の対象となるのは、前述の重要道路沿道の住宅以外の家屋や、

病院や百貨店といった多数の者が利用する大規模な建築物、又は小中学校等の

避難に配慮が必要とされる者が利用する大規模建築物等である。これらについ

ては、耐震改修工事を行った場合、工事完了後２年度分の都市計画税が２分の

１減額となる（市税条例附則第 13 条の９（平成 26年条例第 32 号））。 

 

(ｲ) 耐震診断義務がない既存住宅の減額内容 

 

耐震基準適合住宅のうち、耐震診断義務がない既存住宅における減額内容は、

工事完了の翌年度分の都市計画税が２分の１減額されるものである（市税条例附

則第 13 条の７（平成 23 年条例第 40号））。また、耐震改修工事により当該住宅が新た

に認定長期優良住宅となった場合には、減額期間は同じであるが減額割合が３

分の２に拡充される（市税条例附則第 13 条の８の２（平成 29年条例第 34 号））。 

 
【図表 26】耐震改修工事を行った家屋に係る減額措置の内容 

対象資産 
減額期間・減額割合 

耐震診断義務付けあり 耐震診断義務付けなし 

住宅 

認定長期 

優良住宅 

工事完了の翌年度分  2/3 減額 

工事完了の翌々年度分 1/2減額 
工事完了の翌年度分 2/3 減額 

その他の 

住宅 
工事完了後２年度分 1/2減額 工事完了の翌年度分 1/2減額 

住宅以外の家屋 工事完了後２年度分 1/2減額 ― 

※対象資産や減額期間・減額割合は固定資産税と同一。 

 

イ 本減額措置のこれまでの経過 

 

本減額措置は、平成 18年に創設された耐震基準適合住宅に係る固定資産税の

減額措置に横出しする形で、耐震対策にさらに実効性を持たせるために横浜市

が独自に創設したものである（平成 23 年創設。平成 25 年度から適用。）。その

後、耐震基準適合住宅のうち耐震診断が義務付けられたものに係る固定資産税

の法定の減額措置について減額期間が拡充されたことに伴い、平成 25年に横浜

市独自の都市計画税の減額措置についても、同様に減額期間を１年から２年に

拡充された。 

住宅を除く耐震診断義務付け家屋については、平成 26年に固定資産税の減額

措置が創設されたことに伴い、それに横出しする形で横浜市独自に都市計画税

の減額措置を創設した（平成 27年度から適用。）。 

平成 29年には、耐震改修工事を行い認定長期優良住宅となったものに係る固

定資産税の減額割合の拡充に伴い、都市計画税の減額割合についても同様に２

分の１から３分の２へと拡充された。  



28 
 

(2) 本減額措置の効果検証 －制度の利用が低調であり改善が必要－ 

 

本減額措置の効果検証にあたっては、省エネ性能の高い住宅の減額措置と同

様、建物の耐震化等に関する政策目標を確認した上で、耐震化率の推移と減額

措置の適用状況について確認を行う。 

 

ア 政策目標の背景と目標数値 

 

建築物等の耐震化について、①「横浜市防災計画」（注７）では、旧耐震基準

により建設された住宅や重要道路沿道の建築物の耐震化を進めることとしてい

る。また、②「第３期横浜市耐震改修促進計画」（注８）では、戸建て住宅、共

同住宅の耐震化の目標として、住宅の耐震化率を令和７年度に 95％に、通行障

害解消率（注９）を令和７年度までに 92％を目標としている。その他、③「横

浜市中期計画 2022-2025」の政策 33 では、地震に強い都市づくりを掲げ、住宅

の耐震化率を 95％とすることを指標としている（巻末参考資料 76 頁及び 91 頁参照）。 

 

イ 減額措置の効果検証 

 

効果検証を行うにあたり、耐震化率の推移やこれまでの政策目標の達成状況、

そして本減額措置の適用実績について確認を行う。 

 
【図表 27】耐震化率の推移                   （単位：万戸） 
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【図表 28】通行障害解消率等の推移 

※H25 の耐震改修促進法の改正を踏まえ、義務道路（地震災害時に通行を確保すべき道路）沿

道に存する建築物の所有者から H31 年までに耐震診断結果の報告を受け、集計。 

 

住宅の耐震化率の推移をみると、令和２年度時点で約 93％であり、前述した

②及び③の令和７年度の目標値まであと約２％となっている。②と③の目標値

である 95％の現時点での当否は措くとして、この２％を積み上げるためには、

旧耐震基準の住宅約 11 万戸に対して、今後も働きかけが必要である（【図表 27】）。 

また、住宅以外の家屋も含む沿道義務建築物の耐震化の推移をみると、令和

５年度の通行障害解消率は 89.7％となっており、③の令和７年度の目標達成ま

でにはあと約２％（約７㎞）の解消が必要となっている（【図表 28】）。 

本目標の達成のため、本減額措置以外にも耐震改修工事等に対する補助制度

を設けているほか（注 10）、耐震改修に関する周知啓発を目的としたダイレクト

メールの送付といった広報に取り組んでいるとのことである（巻末参考資料 79 頁

及び 80頁参照）。 

 
【図表 29】耐震改修工事を行った家屋に係る減額措置の適用実績 

 H25-H30

年度 

R元 

年度 

R２ 

年度 

R３ 

年度 

R４ 

年度 

R５ 

年度 

R６ 

年度 
合計 

年 

平均 

都
市
計
画
税(

市
独
自) 

 

税収影響額 

（万円） 
826 136 138 174 297 138 100 1,809 151 

当該年度に新たに

対象となったもの

（万円） 

615 40 111 111 256 35 100 1,268 106 

新規適用件数（件） 2,028 48 286 131 438 118 62 3,111 259 

            

固
定
資
産
税(

法
定) 

 

税収影響額 

（万円） 
6,140 638 608 812 1,574 634 467 10,873 906 

当該年度に新たに

対象となったもの

（万円） 

3,106 194 520 516 1,196 154 467 6,153 513 

 R1 R2 R3 R4 R5  R7 目標 

通行障害解消率（％） ― 89 89.3 89.4 89.7  92 

通行可能区間（㎞） ― 289 290.5 290.6 291.7  299 
        

改修工事実施棟数（棟） 13 6 6 4 5  ― 

 うち補助棟数 (棟) 2 5 3 1 2  ― 

除却工事実施棟数（棟） 5 4 6 4 7  ― 

耐震改修未対応棟数 (棟) 334 324 312 304 292  ― 
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【図表 29】の各数値は、耐震診断の義務付けの有無にかかわらず、減額措置

が適応される家屋すべての適用実績を合計したものである。 

適用件数と税収影響額の平均から、新規適用件数一件あたり年間数千円程度

が減額額であろう。適用件数は年によってばらつきがあり、どう評価すべきか

は悩ましいところであるが、直近の令和６年度実績の 62件を見る限り、制度の

利用実績は芳しくないといえよう。 

本減額措置の利用件数からは耐震改修工事の実施件数が少ないことがわかる

が、件数が伸びない理由は、高額な工事費用であろう。木造住宅の耐震診断を

受信した市民へのアンケート結果をみても、耐震改修工事をしなかった理由と

して、「改修や建て替え等の費用が高かったから」という答えが最も多くを占

めている（巻末参考資料 82 頁～84 頁参照）。所管部局によると、耐震改修工事を行

う際、横浜市の補助制度を活用した場合でも、費用負担額は木造住宅一戸あた

り約 250万円、マンション（延べ面積 5,000㎡で 50戸を想定）の場合は一戸あ

たり約 79万円とのことである（【図表 30】）。 

また、マンションの場合、改修工事の費用を修繕積立金で賄えない場合は、

追加的な負担について、共有持分権者等の合意が必要となる。個人の資産状況

の違いにより合意形成を図ることが難しく、耐震改修工事がなかなか実施され

ないということも考えられる。 

 
【図表 30】耐震改修工事の市民負担額シミュレート 

 
木造住宅 

（１棟あたり） 
マンション（※1） 

事務所ビル（延べ 

面積 2,500㎡想定） 

平均改修工事費 3,500,000 円 59,000,000円 56,500,000円 

市補助額 1,000,000円(※2) 19,666,000円(※3) 31,169,000 円(※4) 

民間負担額 2,500,000 円 

39,334,000 円 

（1 住戸あたり）

786,680 円 

25,331,000 円 

※１ H26～R5の補助実績の平均的な規模である延べ面積 5,000㎡・50戸を想定。 

※２ 一般世帯区分の上限補助額を採用（非課税世帯区分は 1,400,000円）。 

※３ 一般マンションの補助率 1/3 を採用（沿道義務マンションは補助率 2/3）。 

※４ 大規模義務の補助率 331/600 を採用。 
 

ウ 効果検証のまとめ －制度の利用が乏しく効果は認めがたい－ 

 

効果検証の観点からいえば、本調査会としては、省エネ性能の高い住宅に係

る都市計画税の減額措置と同様、減額措置の効果測定はしきれていないという

ほかない。横浜市の耐震改修工事の促進に関する施策は、都市計画税の減額措

置だけでなく、複数の施策を用いて複合的に行っている。そのため、本減額措

置による事業効果のみを個別に効果検証することが難しいことは一定程度理解

できるが、税負担の軽減を行うからには、その効果を説得的に説明されなけれ

ばならないのである。 
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なお、近年の適用件数の状況をみる限りでは、現在の本減額措置自体は耐震

改修工事の実施を促す効果は乏しいのではないかと感じる。前述のとおり、そ

もそも本減額措置による工事費負担の軽減効果は年数千円程度にとどまるため、

単体でみて大きな効果は発揮しにくい。そうした点も踏まえて、横浜市も補助

制度と並行して施策を進めているのであろうと思われるが、現状の適用件数で

は満足な結果を得られているとはいえないであろう。 

 

(3) 今後のあり方 －対象エリアや軽減額にメリハリを－ 

 

近年、大規模地震が頻発している状況等を考えれば、本調査会としても、建

築物の耐震化を推し進めていくことには異論はない。 

しかし、減額措置の適用実績だけでみても、本制度の存在が建物の耐震化に

役立っているとはいい難い。本減額措置の効果測定の方法について今一度検討

し、事業効果について説得力ある説明をする必要があろう。以上述べたとおり、

効果検証が十分でない状況ではあるが、本調査会として、今後考えうる改善の

方向性について、次のように提言を行う。 

 

ア 施策のメリハリの必要性 

 

本減額措置は、現在は旧耐震基準の建築物であれば、広く耐震改修を促進し

ているようにみえ、メリハリが乏しい。地震による建築物の倒壊でもっとも困

るのは、重要道路に面するビル等の建物が道路に倒壊し、緊急車両の通行が阻

害されたりすることであろう。重要道路沿線のビル等の建物の耐震改修の実施

を促進することは、このような事態の発生の防止につながるため、建築物の所

有者だけでなく、広く市民全般に受益（生命安全の確保）が及ぶといいうるし、

税の公平性を害してなお本減額措置が正当なものといえる根拠になる。 

現行の制度では、耐震診断義務付け家屋のうち住宅については、耐震診断義

務がない住宅と比べ減額期間が１年上乗せされており、一定の強弱はつけられ

てはいるが、あくまでも固定資産税の法定措置の横出しにとどまっている。耐

震診断義務付け家屋のうち、たとえば重要道路沿道の建築物について、減額割

合や減額期間をさらに拡充することで、防災計画など他の行政計画との整合性

を高め、より強力に施策を推し進めるということも一案であろう。 

 

イ 重課によるアプローチ 

 

旧耐震基準の建築物に対しては、減額措置や補助制度といったアメの施策だ

けでなく、その社会的コストの大きさの観点から重課するといったムチの施策

も理論的にはありうる（自動車関係税の分野においては実際に行われている。）。 

ただし、重課の手法を取る場合は、なんらの猶予もないまま直ちに重課を行

うのは乱暴であるため、実施時期の予告など一定の経過期間を定め、本減額措

置や補助制度の活用を促した上で、なお耐震改修を行わないものに対して重課

するといった配慮が必要である。特に、第二次世界大戦後の日本各地の大震災
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においてビル倒壊が発生していることは報道でも知られており、なかでも重要

道路沿線の旧耐震基準以前の建築物は大地震時の倒壊による救援活動の阻害リ

スクが高く、上記のメリハリをつけた減額措置を講じつつも、耐震化の進捗程

度によってはこのような手法も勘案されてよいと考えられる。 

 

３ まとめ －効果測定方法の確立が急務－ 

 

横浜市独自の２つの都市計画税の減額措置について、税制調査会の判断とし

て共通するのは、①減額措置による効果測定が十分でないこと、②減額措置に

よる政策効果の実感が乏しいこと、この２つである。特に、①については、税

負担の公平性を損なってまで実施するだけの合理性を説明する上で、大きな課

題であるといわざるをえない。この状況を変えることなく、現行の減額措置を

漫然と継続し続けることは、適切とはいいがたい。 

また、いずれの施策分野においても、税の軽減のみで政策目標を達成できる

ことは通常はありえない。総合的な行政計画のもと、それぞれの施策でしっか

りと効果を把握できるような工夫を求められるものである。 
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第２章 横浜みどり税条例における固定資産税・都市計画税の減額措置  

 

本調査会の前身である横浜市税制研究会は、「広く政策目的実現に向け、課

税自主権の活用について検討を行っていく」（注 11）ことを目的に設置され、

「緑の保全・創造に向けた税の活用」をテーマに調査審議が行われた。その後、

市の附属機関化された本調査会においても、検討の中心的テーマは横浜みどり

税であり、横浜みどり税とともに歩んできたと言っても過言ではない。 

横浜みどり税については、その使途である第３期横浜みどりアップ計画が、

令和５年度末をもって５か年の計画期間の満了を迎えた。 

本調査会は、令和５年度に、令和６年度以降の横浜みどり税の取扱いについ

て慎重に審議し、いくつかの課題を指摘した上で、課税期間等の延長は妥当で

ある旨の答申を行った（注 12）。その後、令和５年第４回横浜市会定例会におい

て、課税期間等の５年間の延長を内容とする条例改正が行われたと承知してい

る。 

令和６年度からはすでに新たな計画（第４期横浜みどりアップ計画）に基づ

いて取組が開始されているところではあるが、本調査会としては条例が延長に

なったからそれで終わりと片付けるのではなく、前期計画の５年間全体の実績

を検証することが必要と考えた。特に令和５年度の答申では、固定資産税及び

都市計画税の減額措置である、①緑化基準を超える緑化に対する減額措置、②

宅地内の農業用施設用地に対する減額措置について、いずれの措置も効果に乏

しく見直しが必要であると指摘した。これらは、今年度の通年の検討テーマで

ある固定資産税・都市計画税に関するものであるから、いま一度、腰を据えて

検証を行い、本答申において意見を述べることとした。 

 

第１節 緑化基準を超える緑化に対する固定資産税・都市計画税の減額措置  

 

１ 減額措置の概要 

 

本減額措置は、敷地面積 500 ㎡以上の建築物の敷地において、市長が基準と

して定める緑化率に加えて５％以上緑化を行った場合、当該緑化部分が存する

ことを市長が認定し、かつ緑化部分の全体を 10 年間保全する契約（以下「建築物

緑化保全契約」という。）を市と締結した場合、上乗せして緑化した部分に相当す

る分の固定資産税・都市計画税について、税額の４分の１を 10年間減額するも

のである（横浜みどり税条例（平成 20年 12月 15日条例第 51号）第５条）。本規定は、横

浜みどり税条例の制定当初から設けられており（平成 22 年度課税から適用）、

現行条例上は令和 10年 12月 31日までの間に建築物緑化保全契約を締結した場

合に減額措置の対象となる。 

 

２ 本減額措置の効果検証 －止まらない効果の逓減－ 

 

本減額措置は、私有地の緑化を面的に進め、その緑化部分を長期にわたり保

全することを目的とするものである。本減額措置の効果を検証するため、件数
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や対象面積といった建築物緑化保全契約の締結状況や本減額措置の適用実績を

確認した（【図表 31】【図表 32】）。 

 
【図表 31】建築物緑化保全契約の契約件数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 32】緑化基準を超える緑化に対する固定資産税・都市計画税の減額措置の適用

実績 

 新規認定年 

合計 H21～

25 年 

H26～

30 年 

H31・ 

R 元年 
R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 

筆数 358 53 109 56 ４ ９ ０ 589 

面積 

（ha） 
50.2 7.1 5.4 11.0 2.6 2.8 ０ 79.1 

 

課税 

年度 

新規認定年ごとの税収影響額（単位：千円） 

合計 H21～25

年 

H26～30

年 

H31・ 

R 元年 
R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 

R 元 60,664 7,132 ― ― ― ― ― 67,796 

R２ 49,760 7,115 5,870 ― ― ― ― 62,745 

R３ 30,739 7,062 5,860 12,341 ― ― ― 56,002 

R４ 23,681 7,211 5,933 12,791 3,777 ― ― 53,393 

R５ 16,347 7,294 6,172 13,229 3,819 7,137 ― 53,998 

R６ ― 7,497 6,300 13,957 3,974 7,505 0 39,233 

 

建築物緑化保全契約の締結状況についてみると、近年は契約件数、契約面積

ともに減少傾向となっている。新規契約件数についても同様に減少傾向であり、

令和５年度では０件であった。当局の説明によれば、「新規契約件数」には、

まったくの新規契約のほか、10 年前に契約を締結した分の更新契約も含むとの

ことである。つまり、10 年前に保全した分も繋ぎ止められていないということ

であり、本減額措置の存在意義を揺るがす事態といえるだろう。 
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減少傾向が続いていることについて、市当局に理由の説明を求めたところ、

申請時に書面手続などで多少の手間が生じること、また土地所有者の高齢化に

伴い遠くない将来の相続等を考慮すると、契約更改により更に 10年間保全する

ことは約束できないとの声があるからとのことであった。 

しかしながら、この説明は更新契約の減少理由としてはありえなくもないが、

新規契約の減少理由とはなりえない。なぜなら申請手続に変更を加えたことは

なく、書面手続の手間の程度は制度開始当初から変わらなかったはずだからで

ある。 

また、本減額措置は戸建てだけでなくマンションや事業所も含まれている。

マンションであれば、減額措置の対象となる緑化部分は共有部分であり、権利

者や管理組合への案内や契約更改の手続は管理会社が行っているであろうと考

えられ、管理会社が書面手続の手間を惜しんで、所有者側の税制上のメリット

を放棄することは想定しにくい。このように、所管部局が分析した理由以外に

も適用件数の減少の要因があると考えられるところであり、より詳細に分析を

行わなければ、効果的な対策をとることもできないであろう。 

 

３ 制度の今後のあり方 －制度の拡充か制度の廃止か－ 

 

これまで述べてきたとおり、建築物緑化保全契約の締結状況は芳しいもので

はない。特に直近年度の新規契約件数が０件となっているのは等閑視すること

はできず、所管部局による精緻な原因分析と有効な対策をとることは必須であ

る。また、本減額措置の近年の適用実績や契約数の傾向から考えれば、税制度

として本減額措置を設けたことによる緑化の保全・創出効果は極めて限定的で

あるといえる。 

以上を踏まえ、本調査会として、本減額措置が、今後取りうる２つの選択肢

とその前提となる要件について示すものである。 

 

(1) 制度見直しの選択肢１ －税負担の軽減の拡充－ 

 

一つ目の選択肢は、税負担の軽減を拡充すること、すなわち減額割合を上げ

ることで、インセンティブとしての制度の魅力を高めることである。現行制度

では、敷地面積 500 ㎡、敷地全体の税額を 200,000 円とし、上乗せ緑化部分が

25 ㎡（５％）である場合、減額される税額は 10 年間の合計で 25,000 円程度に

とどまる。 

この金額を高いとみるか低いとみるかは人により判断の分かれるところであ

るが、減額割合を高めることで、契約者のメリットをより大きくすることがで

きれば、建築物緑化保全契約の締結に向けた大きなインセンティブになるであ

ろう。ただし、減額割合を高めることは市にとって財政的な負担が増すという

ことであり、他の市民との税負担の公平の観点からも、私有地内の植樹等が市

民全体にどのような利益をもたらすのか、横浜みどりアップ計画（横浜みどり

税）における補助事業との権衡も勘案しつつ、今まで以上に説得的な説明がな

されることが不可欠である。  
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(2) 制度見直しの選択肢２ ―減額制度の廃止― 

 

二つ目の選択肢は、現在の本減額措置の活用状況から、税制度として設ける

意義が失われつつあるものと捉え、本減額措置自体を廃止することである。 

制度の廃止については、「横浜みどりアップ計画」によってみどりの涵養を

図っている政策の効果が減ぜられてしまうのではないかという意見もあるかも

しれない。しかし、本減額措置の適用実績・契約数が大きく減少していること

からすれば、「横浜みどりアップ計画」の政策効果が減じるというよりも、そ

もそも政策効果を高める補助的な役割を果たしていないと理解すべきであろう。

そうであれば、減額措置の廃止は、「横浜みどりアップ計画」と決して矛盾す

ることではない。 

なお、減額措置を廃止するだけに留めず、より適切な政策補助の手法に改め

るのも 1 つのアイディアである。すなわち、減額措置は廃止した上で、政策効

果を毎年度確認できる補助金制度へと改めるというアイディアである。 

本調査会においては、特定施策の誘導手法としては、税負担軽減措置による

よりも補助金のほうが透明性の観点で優れていることを繰り返し表明してきた。

税負担軽減措置は、一度導入すると、各年度の予算審査を受けることなく、い

わゆる「隠れ補助金」として自治体財政を棄損する性質があるからである。 

そこで今回も、この考えに基づき、税負担軽減措置を補助金による誘導へと

改組し、各年度の予算審査の中で事業の費用対効果をしっかり見極めながら政

策を推し進めるのも 1つの方策として考えられるのである。 

 

(3) 周知広報とニーズ調査の必要性 

 

前述した２つの選択肢を検討するにあたり、その前提として本制度の更なる

周知広報とニーズ調査の実施が必要であることについても提言しておきたい。 

今回の審議においては、市当局の報告内容からは建築物緑化保全契約の新規

契約件数や本減額措置の適用件数の減少の原因をしっかり把握することは困難

であった。本調査会が懸念していることは、制度の導入から 15年が経過し、制

度自体の認知度が低下してきたのではないか、ということである。制度の認知

度が低下すれば、制度の利用も当然に低調になる。そのため、認知度向上に向

けて、周知期間を設けて本制度のメリット等について更なる周知広報に取り組

むことが大切である。あわせて、制度利用の減少傾向の具体的な原因を突き止

めるため、本制度のニーズ調査を行うことは必須であろう。 

 

(4) まとめ 

 

本調査会は、市内の緑化を進めていくことそのものの重要性は認めていると

ころである。しかしながら、本減額措置による緑化の保全・創出効果は極めて

限定的といわざるをえない以上、制度の周知広報を行ってもなお、今後も利用

状況が低調のまま改善されないのであれば、遠からず二つ目の選択肢、すなわ

ち制度の廃止を行うべきだと提言しなければならなくなるであろう。  
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第２節 宅地内の農業用施設用地に対する固定資産税・都市計画税の減額措置 

 

１ 減額措置の概要 

  

本減額措置は、一定の条件を満たす農家の住宅敷地内等にある農業用施設用

地について、一般の農業用施設用地の税額との差額相当分を 10年間減額される

ものである。具体的には、農業用施設を自らの農業用として 10年間継続して利

用する計画を横浜市と締結し、かつその施設の用地を特定農業用施設用地とし

て横浜市が指定しているものが減額措置の対象となる（横浜みどり税条例第６条）。

本減額措置の政策目的は「良好な農景観を保全」とされている。 

前節の緑化基準を超える緑化に対する減額措置と同様、本減額措置について

も横浜みどり税条例の制定当初から規定されており（平成 22 年度課税から適

用）、現行条例上は、令和 10 年 12 月 31 日までの間に条件を満たした場合に減

額措置の対象となる。 

 

２ 本減額措置の効果検証 －効果測定手法の確立が急務－ 

 

本減額措置の効果検証を行うにあたり、新規認定年からみた本減額措置の適

用状況を確認することとあわせ、令和５年度の答申において提言した定量的な

効果測定の検討状況について、所管部局へ説明を求めた。 
 

【図表 33】宅地内の農業用施設用地に対する固定資産税・都市計画税の減額措置の適

用実績 

 新規認定年 

合計 H21～

25 年 

H26～

30 年 

H31・ 

R 元年 
R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 

筆数 164 61 35 32 21 39 37 389 

面積 

（ha） 
2.1 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 4.8 

 

課税 

年度 

新規認定年ごとの税収影響額（単位：千円） 合計 

H21～25

年 

H26～30

年 

H31・ 

R 元年 
R2 年 R3 年 R4 年 R5 年  

R 元 8,048 3,795 ― ― ― ― ― 11,843 

R２ 6,419 3,749 1,571 ― ― ― ― 11,739 

R３ 4,114 3,348 1,613 1,958 ― ― ― 11,033 

R４ 3,218 3,392 1,581 2,085 1,111 ― ― 11,387 

R５ 1,662 3,419 1,452 1,963 1,176 1,579 ― 11,251 

R６ ― 3,466 1,460 2,037 1,186 1,690 1,545 11,384 

 

令和元年度以降の適用実績をみると、税収影響額は毎年 1,100 万円前後とほ

ぼ同じ金額で推移しており、筆数や面積についても毎年の新規認定状況はあま

り変化なく推移していることがわかる。令和５年度の本調査会の答申において、

「減税の適用件数や軽減金額をみても低調であり、わざわざ軽減措置を行うほ
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どの実績が上がっているようには思えない」と指摘したところであるが、５年

間の計画期間の全体を通してみても、状況は大きく変わらないようである。 

同じく令和５年度の答申において「本軽減措置は政策効果がどの程度発揮さ

れているか定量的な効果測定が行われるべき」ことも指摘したが、今年度の審

議において示された資料には、現在も効果測定については手法を含め検討中と

のことであった。所管部局によれば、なにをもって定量的なものとして示すべ

きか、そしてそれをどのようにまとめるかに苦慮しており、現在も検討を行っ

ているとのことであった。 

提言を行ってから１年以上経過し、新たな横浜みどりアップ計画がスタート

しているにもかかわらず、重要な課題についてほとんど具体的な検討が進んで

いないのは誠に遺憾である。このような税負担軽減措置は、一般の納税者から

すれば公平性を欠いているとみられうるものであるから、適切な効果検証と説

得的な説明は不可欠なのである。 

 

３ 制度の今後のあり方 －政策目的と施策との関連性を明確に説明できるこ

とが重要－ 

 

(1) 適切な効果検証を欠くことに対する懸念 

 

令和５年度の答申でも指摘したとおり、特に本減額措置については、緑化に

直結する効果を持たないものであり、本調査会としては、政策効果はないと考

えている。所管部局においては、早期に適切な効果検証が行われることが強く

望まれるものである。この点、繰り返しになるが、今回の審議においても実質

的に何の進展もみられなかったことは誠に残念である。定量的な効果検証に苦

慮するというのは、本減額措置の目標がはっきりとしていないからではないか。

本調査会としては、本減額措置の目標が何であるのかは、制度の導入当初から

非常に曖昧であると指摘してきた。 

本減額措置が横浜みどり税条例で規定されている以上、その目的は「緑の保

全及び創造に資する事業の充実を図るため」のものでなければならないのはい

うまでもない。所管部局のいう「農業用施設用地を宅地に誘導することにより、

良好な農景観を保全すること」と「緑の保全及び創造」が直接結びつくような

指標を設定し、しっかりと効果を検証してもらいたい。また、制度の導入理由

において語られる農業用施設が農地にあることがどう問題であるのか、何をも

って景観が良好ではないとするのかといった具体的な部分についての明確な説

明は、これまでなされていないのである。 

 

(2) 施策の手法の見直しの必要性 

 

本調査会として、農業振興施策自体を否定しているのではなく、むしろ横浜

みどり税条例の枠組みで事業を行うならば、その趣旨に沿ったものとすべきで

あると考える。本施策が生業支援の側面を有するのであれば、横浜みどり税条

例に設けられた仕組み（税負担軽減措置やみどり税充当事業）ではなく、別途、



39 
 

一般財源等により補助事業として行うことが適切であろう。その点を措くとし

ても、本減額措置の適用状況からみても、税制度として措置するだけの必要性

は乏しいことは、これまで述べてきたとおりである。 

 

(3) まとめ 

 

本減額措置については、令和５年度答申において指摘したにもかかわらず、

適切な効果検証の方法等の具体的な検討が進んでいないことが明らかとなった。

曖昧なままとなっている本減額措置の目標や税制度として措置する必要性を明

らかにするためにも、適切な効果検証を速やかに開始するとともに、横浜みど

り税条例の趣旨を踏まえた説明を強く求めたい。 

 

第３節 まとめ －税の公平性の視点からの見直しが急務－ 

 

令和５年度に引き続き、本答申でも横浜みどり税条例における２つの固定資

産税・都市計画税の減額措置について意見を述べてきた。 

結論として、２つの減額措置のどちらも、所管部局による適切な効果検証が

なされていない現状では、これらの減額措置の必要性があると判断することは

困難であるということである。 

効果検証の必要性については、令和７年１月に会計検査院がまとめた、会計

検査院法第 30 条の２に基づく報告書（注 12）の中で、税額控除の見直しを検討

する上での留意事項として、「その効果をできる限り定量的に把握して検証す

るとともに、課税の公平原則に照らして国民の納得できる必要最小限の特例措

置となっているかという点から適切に検証すること」とされていることからも

明らかである。 

こうした減額措置は、税負担軽減によるメリットを享受する者とそうでない

者の間にアンバランスが生じる。メリットを享受していない者に対してその妥

当性を説明できなければ、それは不公平な制度との誹りを免れない。所管部局

に対しては、減額措置における定量的な効果測定の方法を早急に検討、決定し、

早期に実施することを求めるものである。 
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おわりに 

 

横浜市税制調査会は、市町村の基幹税である固定資産税・都市計画税につい

て、例年以上に活発かつ真剣な検討を加えた。その結果が本答申である。 

審議の内容は多岐にわたったが、結論の方向性を一言でいえば、全国的な制

度にしろ横浜市独自の措置にしろ、税負担軽減の効果が慎重に考察されるべき

であり、政策効果の判定なしに安易な減税は慎むべきであるということになる。 

固定資産税・都市計画税を軽減する理由として、重要な政策課題が提示され

ている。例えば都市部における住宅政策、省エネ・脱炭素社会に向けたエネル

ギー政策、大都市におけるみどりの保全等である。ただし、いくら重要とされ

ているとはいえ、常に政策目的の適格性や政策効果の検証が忘れられてはなら

ない。 

住宅政策にしろエネルギー政策にしろ、時代とともに、社会の変化とともに、

政策の目標や手法は変わり続ける。すでに存在するからといって、惰性的に軽

減措置を継続することは厳に慎まなければならないのである。常に制度と効果

をチェックする、それが横浜市税制調査会に課された任務と考えているのであ

る。 

政策には唯一絶対の正解はない。各人の置かれた環境により、最適解が異な

ることはむしろ自然なことである。そうであればこそ、さまざまな主体が真剣

に議論に参加し、皆が受け入れられるような解を、皆で探す努力が求められる

のである。そうして見つけた解は、全体最適を実現するものとなろう。 

本答申の結論は、税財政の専門家集団が、関連するデータに基づき検証をし

て得た一つの解である。住宅政策や環境政策に関係するみなさまにおかれては、

本報告書をご参照いただきつつ、前例踏襲や部分最適の罠に陥ることなく、自

らの手で政策・施策自体の今日的な意義や、当該政策の実現手段の妥当性につ

いて、慎重かつ丁寧な検証に取り組んでいただくことを期待して、答申の締め

としたい。 
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（注１）政府税制調査会「わが国税制の現状と課題－令和時代の構造変化と税制のあ

り方－（令和５年６月公表）」14頁。 

（注２）政府税制調査会・前掲（注２）143 頁。 

（注３）内閣府「令和６年度年次経済財政報告（経済財政政策担当大臣報告）―熱量

あふれる新たな経済ステージへ―（令和６年８月２日公表）」259頁。 

（注４）内閣府・前掲（注４）259 頁。 

（注５）横浜市税制調査会「令和５年度横浜市税制調査会答申－令和６年度以降の横

浜みどり税の取扱いについて－（令和５年 10月 31 日公表）」11頁。 

（注６）省エネ住宅住替え補助制度 

補助金額 

補助金額 

最大 

150万円 
＝ 

対 象住宅へ

の住替え 

70万円 
＋ 

横浜市外から

の転入※1 

30 万円 
＋ 

再 エネ設備

の設置※2 

50万円 

※１ 住宅住替え予定者又はその子のうちのいずれかが予約申請又は本申請時のいず

れか早い日において横浜市外に住民登録されており、住替え期限までに横浜市

外から転入した場合 

※２ 太陽光発電設備及び蓄電池又はおひさまエコキュートを同時に設置する場合。 
（注７）災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条に基づき、横浜市防災会

議が定める地域防災計画。 

（注８）計画期間：令和４年度から７年度。建築物の耐震改修の促進に関する法律、

国の基本方針等に基づき策定。 

（注９）通行障害解消率とは、義務道路全体に対して通行障害が防止されている距離

に着目した指標。 

（注 10）旧耐震基準の木造住宅所有者に対し、所管部局から耐震改修に係るダイレク

トメールを送付している。令和４年度は約 23,000 件、令和５年度は約

35,400 件を送付しており、令和６年度は約 41,500 件の送付を予定している

とことである。 

（注 11）横浜市税制研究会「緑の保全・創造に向けた課税自主権活用に関する中間報

告」平成 19年 12月 26日公表。 

（注 12）会計検査院法第 30 条の２の規定に基づく報告書（令和７年１月）「租税特別

措置法（給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度）におけ

る教育訓練費に係る上乗せ税額控除の適用状況、検証状況等について」。 
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■ 横浜みどり税 執⾏額⼀覧（第３期）
（単位：百万円）

計画額
５か年
事業費

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

5か年
累計

7,181 2,285 1,639 1,500 1,730 1,358 8,511
4,084 1,767 1,002 944 1,182 756 5,651
4,084 1,767 1,002 944 1,182 756 5,651
2,843 482 602 534 520 567 2,705
2,313 386 460 414 427 427 2,114

530 97 142 120 93 140 591
125 20 26 14 15 17 91
75 10 16 7 8 10 51
50 10 10 7 7 6 40

130 15 10 8 14 18 64
100 12 7 6 11 15 51
30 2 3 2 3 2 13

1,283 129 124 109 102 106 571
454 73 68 68 59 62 329
190 31 31 32 32 32 159

0 0 0 0 0 0 0
111 16 15 15 11 17 74
153 26 22 21 16 12 96
829 57 56 41 43 45 242
829 57 56 41 43 45 242

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

5,128 1,057 917 860 942 913 4,689
3,481 672 541 493 565 521 2,792

0 0 0 0 0 0 0
2,910 477 502 458 436 483 2,357

497 185 25 19 111 27 367
0 0 0 0 0 0 0

74 10 14 16 17 11 68
461 56 43 56 54 68 277
446 54 40 53 49 60 256

0 0 0 0 0 0 0
15 2 3 3 5 8 21
67 7 3 6 5 2 24
67 7 3 6 5 2 24

1,119 322 329 306 317 322 1,596
1,119 322 329 306 317 322 1,596

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

13,592 3,471 2,680 2,469 2,774 2,377 13,771
※１ 端数処理により合計値は⼀致しないことがあります

執⾏額

１ 緑地保全制度による指定の拡⼤・市による買取り

【柱１】市⺠とともに次世代につなぐ森を育む（柱別充当割合：61.8％）

事業① 緑地保全制度による指定の拡⼤・市による買取り

事業・取組／取組内容

６ 森の楽しみづくり

事業② 良好な森の育成
２ 森の多様な機能に着⽬した森づくりの推進
３ 指定した樹林地における維持管理の⽀援
事業③ 森を育む⼈材の育成
４ 森づくりを担う⼈材の育成
５ 森づくり活動団体への⽀援
事業④ 市⺠が森に関わるきっかけづくり

12 様々な市⺠ニーズに合わせた農園の開設

７ 森に関する情報発信

事業① 良好な農景観の保全
８ ⽔⽥の保全
９ 特定農業⽤施設保全契約の締結
10 農景観を良好に維持する活動の⽀援
11 多様な主体による農地の利⽤促進
事業② 農とふれあう場づくり

【柱２】市⺠が⾝近に農を感じる場をつくる（柱別充当割合：4.2％）

17 公共施設・公有地での緑の創出・育成

13 市⺠が農を楽しみ⽀援する取組の推進
事業③ ⾝近に農を感じる地産地消の推進
14 地産地消にふれる機会の拡⼤
事業④ 市⺠や企業と連携した地産地消の展開
15 地産地消を広げる⼈材の育成
16 市⺠や企業等との連携

事業① まちなかでの緑の創出・育成
【柱３】市⺠が実感できる緑や花をつくる（柱別充当割合：34.1％）

18 街路樹による良好な景観の創出・育成
19 シンボル的な緑の創出・育成
20 建築物緑化保全契約の締結
21 名⽊古⽊の保存
事業② 市⺠や企業と連携した緑のまちづくり
22 地域緑のまちづくり

事業費総計

23 地域に根差した緑や花の楽しみづくり

26 都⼼臨海部等の緑花による魅⼒ある空間づくり

事業① 市⺠の理解を広げる広報の展開
27 計画の周知や実績報告

効果的な広報の展開

24 ⼈⽣記念樹の配布
事業③ ⼦どもを育む空間での緑の創出・育成
25 保育園・幼稚園・⼩中学校での緑の創出・育成
事業④ 緑や花による魅⼒・賑わいの創出・育成

別紙 １
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